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《補償の概要とお役立ち事例ー１》

（注）上記項目を補償しないプランも有ります。詳細は3～4ページの「プラン表」をご覧ください。

補償項目の①～⑯は、3～4ページのプラン表に記載されている各補償項目の概要と事故例をご案内しています。補償内容の詳細は、表紙に
記載のURLまたは二次元コードより「補償概要」をご覧ください。事故例の支払保険金額は、①～⑭はJS3プラン、⑮⑯はHS3プランにご加
入の場合の金額です。

①個　　人　賠償責任

学生やそのご家族があやまって他人にケガをさせたり、他
人の物をこわしたりして、法律上の損害賠償責任を負った
場合に補償します。受託品賠償は時価額を限度に補償しま
す。

（事故例）
自転車で帰宅途中、人とぶつかり重
傷を負わせてしまった。

（支払い保険金額）7,240,000円

⑨熱 中 症
　補　　償

（事故例）
課外活動中、熱中症で倒れ、3日間
入院し、退院後1日通院した。

（支払い保険金額） 18,000円

学生が日射または熱射によって熱中症を発病した場合に
補償します。補償の対象となる補償項目については、プラ
ン表でご確認ください。

④
疾病による
　学業（学資）
　費　　　用

扶養者の方が補償期間中に病気を発病し亡くなった場合
に、学業費用支払対象期間終了日までに発生した学生の学
資費用を補償します。（疾病による学業（学資）費用補償
セットのプランのみ）

（事故例）
扶養者である父親が病気で死亡し
た。（大学2年次）
（支払い保険金額）

（年間支払額150万円×2年分）
3,000,000円

③学業（学資）　費　　　用

（事故例）
父親が飛行機事故で死亡
（大学2年次）

（支払い保険金額）3,000,000円
（年間支払額150万円×2年分）

扶養者の方がケガをし、事故の日から180日以内に死亡
または重度の後遺障害を負った場合に、学業費用支払対
象期間終了日までに発生した学生の学資費用をお支払い
します。

②育英費用

（事故例）
扶養者である父親が階段から転落し
死亡

（支払い保険金額）1,000,000円

扶養者の方がケガをし、事故の日から180日以内に死亡
または重度の後遺障害を負った場合に、学生の育英費用と
して一時金をお支払いします。

（事故例）
地震で自宅の塀が崩れて足を骨
折。10日間通院した。

（支払い保険金額） 30,000円

地震もしくは噴火またはこれらによる津波によってケガな
どをした場合に補償します。補償の対象となる補償項目に
ついては、プラン表でご確認ください。

⑦地震・噴火・　津 波 補 償

（支払い保険金額）

⑧細　菌　性　食中毒補償

学生が摂取したものにより細菌性食中毒またはウイルス
性食中毒を発病した場合補償します。補償の対象となる補
償項目については、プラン表でご確認ください。

（事故例）
細菌性食中毒になり、
3日間入院後、2日通院。

21,000円

⑤傷害（ケガ）　の　補　償

（事故例）
課外活動中足を骨折。
10日間入院し、
退院後10日間通院した。

（支払い保険金額） 80,000円

授業中の事故・交通事故・レジャー中の事故など、さまざまな
事故により学生がケガをした場合に補償します。補償の対
象となる補償項目については、プラン表でご確認ください。
※急激・偶然・外来の事故によるケガに該当しない疲労骨折
などは補償の対象になりません。詳しくは「用語のご説明」
でご確認ください。

⑥病気の補償

学生が補償期間中に発病した病気の治療のため1泊2日
以上入院した場合、所定の手術を受けた場合に補償しま
す。60日以上の継続入院が必要であると医師に診断され
た場合には、一時金をお支払いします。

（事故例）
虫垂炎が悪化。腹膜炎を併発し、
10日間入院し手術を受ける

（支払い保険金額） 100,000円
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《補償の概要とお役立ち事例ー２》

（注）上記項目を補償しないプランも有ります。詳細は3～4ページの「プラン表」をご覧ください。

補償項目の①～⑯は、3～4ページのプラン表に記載されている各補償項目の概要と事故例をご案内しています。補償内容の詳細は、表紙に
記載のURLまたは二次元コードより「補償概要」をご覧ください。事故例の支払保険金額は、①～⑭はJS3プラン、⑮⑯はHS3プランにご加
入の場合の金額です。

⑫被害事故　補　　償
学生が犯罪行為またはひき逃げ事故の被害者となり、死亡
または所定の後遺障害が生じた場合に補償します。

（事故例）
歩行中、ひき逃げ事故に遭い両眼を
失明した。

10,000,000円（支払い保険金額）

⑬
トラブル
　被　　害
　対応補償

学生がいじめ、SNS上での誹謗中傷やストーカーなどの被
害（※1）を受けて届出・相談等(※２)を行った場合に初期対
策費用、カウンセリング費用、法律相談費用、弁護士費用等、
訴訟関連費用を補償します。対象となる被害の内容、各費用
の支払条件や支払限度額等は補償概要をご確認ください。
（※１）初年度契約で、「いじめ」・「名誉き損またはプライバ
シーの侵害」・「ストーカー被害」については、届出・相談日が
補償期間の開始日を含めて90日以内であるときは補償の
対象となりません。
（※２）弁護士等への法律相談の申込・委任、警察への届出・
告訴状の提出、いじめに関する臨床心理士・公認心理師へ
の相談をいいます。

（事故例）
インターネット上に悪
口や個人情報を書き込
まれた。弁護士に相談
し、書き込み削除を委
任した。

200,000円
（支払い保険金額）

⑮生活用動産　補　　　償

（事故例）
留守中、空き巣にあいパソコンなど
の家財を盗まれた。

（支払い保険金額） 55,000円

学生が所有する身の回り品や家財などに、破損・盗難・火災
などの偶然な事故による損害が生じた場合、その損害額
（修理費または時価額のいずれか低い金額）を補償します。
※眼鏡など一部補償対象外の物があります。

⑭携 行 品
　損害補償

（事故例）
旅行中にカメラを誤って落とし、
こわしてしまった。

（支払い保険金額） 17,000円

学生が携行している身の回り品に、破損・盗難・火災などの
偶然な事故による損害が生じた場合、その損害額（修理費
または時価額のいずれか低い金額）を補償します。（1つ
10万円が限度、乗車券・通貨などは合計で5万円が限度）
※自転車など一部補償対象外の物があります。

下記の2つの補償（⑮、⑯）は、一人暮らし学生（自宅外通学生）プランにセットされています。

下記の補償（⑭）は、自宅通学生プランにセットされています。

⑯借家人賠償　責　　　任
学生があやまって借用戸室を損壊し、貸主に対する法律上
の損害賠償責任を負った場合に補償します。

（事故例）
誤って火災をおこし、家主から損害
賠償を請求された。

（支払い保険金額）1,500,000円

⑩特定感染症
　補　　　償

（事故例）
O‐157に感染し、
5日間入院し、
退院後1日通院した。

（支払い保険金額） 28,000円

学生が補償期間中に法令で定める特定感染症（一類～三
類感染症）（注）を発病した場合に補償します。補償の対象
となる補償項目については、プラン表でご確認ください。
※初年度契約の場合、補償期間の開始日から10日以内に
発病した特定感染症は補償の対象になりません。
（注）「特定感染症」の詳細は用語のご説明をご確認ください。

⑪
救 援 者
　費 用 等
　補　　償

（事故例）
旅行中にケガで3日間入院し、
家族が現地に迎えにいった。

（支払い保険金額） 250,000円

学生が旅行で遭難した場合などに、捜索救助費、親族等が
現地へ向かう交通費・宿泊費、現地からの移送費などを補
償します。
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9 5 三井住友海上火災保険株式会社
東京海上日動火災保険株式会社

明治大学外郭事業会社

（明大生のほけん担当）

〈取扱代理店・扱者〉

東京都千代田区神田駿河台1-3-1 明治大学内

（受付時間：土・日・祝日・年末年始を除く/午前9：00～午後5：00）

学校契約センター
〒930-0856　富山市牛島新町5-5　タワー111
076-443-8740

明治大学学生総合保障制度に関するお問合せ先

e-mail　hoken@meidai-support.com

事故受付

（通話料無料）

スクール事故受付ダイヤル

２４時間年中無休

インターネットによる事故受付
https://songai-service.aig.co.jp/login/jp

●個人情報の取扱いについて
契約者である団体は、加入依頼書に記載された個人情報をこの保険の引受保険会社に提供します。また、制度の運営・管理のため、被保険者が所属する学校な
どに提供する場合があります。引受保険会社における個人情報の取扱いにつきましては、重要事項説明書にてご確認ください。

次の場合、ただちに取扱代理店・扱者または引受保険会社へご連絡ください。
１．補償期間（保険期間)中にこの保険の対象となる事故などにあわれた場合は、事故の日から３０日以内にご連絡ください。その後の手続についてご案内します。
２．後日お配りする加入者証の記載内容に変更があった場合（住所変更・転校・転園など）は必ずご連絡ください。住所変更のご連絡をいただけない場合、重要なお知

らせがお届けできなくなる場合があります。 
３．当制度は団体の構成員（会員）を対象としており、転校・転園などにより団体の構成員（会員）でなくなる場合は、脱退等の手続きが必要となるため必ずご連絡くださ

い。

●以下の補償をご契約されているお客さまで、別の保険契約にてこれらと同種の補償をセットされている場合には、補償が重複する場合があります。補償が重複して
いる場合、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金の一部または全部が支払われない
場合があります。ご契約前に、補償内容の差異や保険金額等をご確認のうえ、補償プランをご検討ください。なお、パンフレットに記載の各プラン（特約の組み合わ
せ）の内容を変更（一部の特約の追加・削除）してのご契約はできませんので、ご了承ください。【個人賠償責任補償・育英費用補償・携行品損害補償　等】

●ケガ・病気・身の回り品の事故に関する保険金のご請求については、インターネットでの受付も行っております。詳しくは引受保険会社ホームページをご覧ください。
●このパンフレットは保障制度（保険）の概要をご説明したものです。詳細につきましては取扱代理店・扱者または引受保険会社にお問い合せください。 
●共同保険契約の場合には、「共同保険に関する特約」が自動的にセットされます。（共同保険の詳細につきましては取扱代理店・扱者にお問い合せください。）

引受保険会社の損害保険募集人は保険契約の締結の代理権を有しています。 
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メンタルケア
カウンセリングサービス

弁護士相談サービス

セカンドオピニオン
アレンジサービス

ハロー健康相談24

B-230554

健康上の
不安を専門家に相談したい

今の治療法の
セカンドオピニオンを
聞きたい

トラブルへの
対処法を知りたい

精神的に
つらく、話を聞いて欲しい

お悩みに応
じた

窓口に

おつなぎし
ます！

この悩み、

誰に相談したら…

どんな悩みも
まずは
こちらに！

みんなの
相談
ダイヤル

ご利用いただけるサービス
ご加入すると

※受付電話番号やご利用方法は後日送付する加入者証でご案内します。加入者証が届くまでは、03-3839-1687（サービス利用方法２４時間テープ案内）に
ご連絡ください。
※ご相談内容などにより、ご要望に添えない場合があります。また、ご利用者の状況または相談内容により、相談の制限・停止をさせていただく場合があります。
※各サービスは、補償期間（保険期間）中、AIG損害保険株式会社がティーペック株式会社に委託してご提供します。なお、予告なく変更・中止される場合が
あります。

※弁護士相談サービスは、ティーペック株式会社が提携する法律事務所がご提供します。なお、AIG損害保険株式会社の提供する保険に関するご相談等AIG
損害保険株式会社と利益相反に該当する可能性のあるご相談は本サービスの対象外です。


